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申請書類を受理後、交付決定までには
3週間程度要します
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補助⾦交付決定前に工事業者と契約、
もしくは工事着工した場合は対象外となります
（書類申請に必要なアスベスト調査、建築士による設計

の契約および実施は除く）

ポイント︕

‐ １ ‐

事業終了後、１ヶ⽉以内に実績報告を提出し
現地確認を受ける必要があります

ポイント︕

市中山間地域等出店支援事業費補助金
書類記入要領

都城
各種



1 補助⾦等交付申請関連 ･･･Ｐ 2
■ 補助⾦交付申請書類チェックシート（以下、各事業に応じたもの）

番号 チェック 提出書類・添付書類 備 考

ア □ 補助⾦等交付申請書（様式第１号） 記⼊例あり（⇒ 7ページ ）

イ □ 建築対策課及び消防局協議事項確認書（様式第９号）
各課にて相談してください
記⼊例あり（⇒ 9ページ ）
連絡先帳（⇒ 26ページ ）

ウ □ 収支予算書（様式第10号） 記⼊例あり（⇒ 10ページ ）

エ □ 市税の滞納のない証明書 市役所納税管理課で発⾏
ただし、内部調査に同意する場合は不要

オ □ 仕様明細を含む⾒積書（２者以上）の写し 仕様明細には使⽤する材料の品番や種
類なども記入

カ □
補助対象経費が160万円以上で都城市以外の入札参加
有資格者に発注する場合、該当事業者の入札参加資格に
関する情報を記載した書類

補助対象経費が160万円未満の場合
若しくは、都城市内の事業者に発注する
場合は不要

キ □ 工事工程表（様式第11号） 工事業者が作成
記⼊例あり（⇒ 11ページ ）

ク □ 改修内容の分かる図⾯等（平⾯図、⽴⾯図、仕様書（換
気計算を含む）、配置図、位置図等） 工事業者が作成

ケ □ 空店舗等の現況写真（外観、内装）

コ □ リノベーション前の建物の検査済証の写し（該当する場合の
み）及びその図⾯等（平⾯図、⽴⾯図）

検査済証がない場合、市役所 建築対
策課 に 「建築基準法第12条第5項の
規定による報告書」 を提出することで代
⽤可能

サ □ リノベーションについて建築確認申請の提出が必要な場合は、
確認済証の写し 該当する場合のみ

シ □ 身分証明書の写し
（法人の場合は、法人の登記事項証明書） 法人は法務局（合同庁舎）にて発⾏

ス □ 空店舗等の 登記事項証明書 又は 固定資産税課税台帳
の写し

登記事項証明書＝法務局(合同庁舎)
固定資産税課税台帳＝資産税課

セ □ 事業計画書（様式第12号）。ただし、⾦融機関に創業
計画書等を提出している場合は創業計画書等の写し

所有者が出店する場合のみ
記⼊例あり（⇒ 12,13ページ ）

ソ □ 商工団体の事業支援表明書（様式第13号） 所有者が出店する場合のみ
記⼊例あり（⇒ 14ページ ）

タ □ 賃借人との賃貸借契約書の写し 店舗を賃貸する場合のみ

チ □
賃借人等が創業する新店舗の事業計画書（様式第12
号）。ただし、⾦融機関に創業計画書等を提出している
場合は、創業計画書等の写し

店舗を賃貸する場合のみ
記⼊例あり（⇒ 12,13ページ ）

ツ □ 商工団体への 加入証明書 又は 地域活性化を図るための
活動計画書 記⼊例あり（⇒ 15,16ページ ）

大気汚染防止法に基づく石綿の事前調査及び除去工事が義務付けられている建物を改修する場合にあっては、
次の区分別に掲げる書類を提出すること。 ※テ、トのいずれか

テ □
都城市⺠間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業費
補助⾦を活⽤した建物の改修 同補助⾦の交付決定書
の写し

ト

同補助⾦を活⽤しない建物の改修

□ ア 分析機関が発⾏した分析調査結果報告書等 みなし判断の場合は、事前調査報告書
でも可（書⾯・現地調査は必須）

□ イ 分析調査を実施した者が建築物石綿含有建材調
査者であることを証明する書類

（１）空き店舗等リノベーション事業

‐ 2 ‐
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■ 補助⾦交付申請書類チェックシート（以下、各事業に応じたもの）

番号 チェック 提出書類・添付書類 備 考

ア □ 補助⾦等交付申請書（様式第１号） 記⼊例あり（⇒ 7ページ ）

イ □ 建築対策課及び消防局協議事項確認書（様式第９号）
各課にて相談してください
記⼊例あり（⇒ 9ぺージ）
連絡先帳（⇒ 26ページ ）

ウ □ 収支予算書（様式第10号） 記⼊例あり（⇒ 10ぺージ）

エ □ 市税の滞納のない証明書 市役所納税管理課で発⾏
ただし、内部調査に同意する場合は不要

オ □ 工事工程表（様式第11号） 工事業者が作成
記⼊例あり（⇒ 11ぺージ）

カ □ 仕様明細を含む⾒積書（２者以上）の写し 仕様明細には使⽤する材料の品番や種
類なども記入

キ □
補助対象経費が160万円以上で都城市以外の入札参加
有資格者に発注する場合、該当事業者の入札参加資格に
関する情報を記載した書類

補助対象経費が160万円未満の場合
若しくは、都城市内の事業者に発注する
場合は不要

ク □ 事業計画書（様式第12号）。ただし、⾦融機関に創業計
画書等を提出している場合は、創業計画書等の写し 記⼊例あり（⇒ 12,13ぺージ）

ケ □ 改修内容の分かる図⾯等（平⾯図、⽴⾯図、仕様書（換
気計算を含む）、配置図、位置図等） 工事業者が作成

コ □ 空店舗等の現況写真（外観、内装）

サ □ 商工団体の事業支援表明書（様式第13号） 記⼊例あり（⇒ 14ページ ）

シ □ リノベーション前の建物の検査済証の写し（該当する場合の
み）及びその図⾯等（平⾯図、⽴⾯図）

検査済証がない場合、市役所 建築対
策課 に 「建築基準法第12条第5項の
規定による報告書」 を提出することで代
⽤可能

ス □ リノベーションについて建築確認申請の提出が必要な場合は、
確認済証 の写し 該当する場合のみ

セ □ 身分証明書の写し
（法人の場合は、法人の登記事項証明書） 法人は法務局（合同庁舎）にて発⾏

ソ □ 空店舗等の 登記事項証明書 又は 固定資産税課税台帳
の写し

登記事項証明書＝法務局(合同庁舎)
固定資産税課税台帳＝資産税課

タ □ 所有者との賃貸借契約書の写し

チ □ 商工団体への 加入証明書 又は 地域活性化を図るための
活動計画書 記⼊例あり（⇒ 15,16ページ ）

大気汚染防止法に基づく石綿の事前調査及び除去工事が義務付けられている建物を改修する場合にあっては、
次の区分別に掲げる書類を提出すること。 ※ツ、テのいずれか

ツ □
都城市⺠間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業費
補助⾦を活⽤した建物の改修 同補助⾦の交付決定書
の写し

テ

同補助⾦を活⽤しない建物の改修

□ ア 分析機関が発⾏した分析調査結果報告書等 みなし判断の場合は、事前調査報告書
でも可（書⾯・現地調査は必須）

□ イ 分析調査を実施した者が建築物石綿含有建材調
査者であることを証明する書類

（２）テナントリノベーション事業

‐ 3 ‐
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■ 補助⾦交付申請書類チェックシート（以下、各事業に応じたもの）

番号 チェック 提出書類・添付書類 備 考

ア □ 補助⾦等交付申請書（様式第１号） 記⼊例あり（⇒ 7ページ）

イ □ 収支予算書（様式第10号） 記⼊例あり（⇒ 10ページ）

ウ □ 解体工事の仕様明細を含む⾒積書（２者以上）の写し

エ □ 市税の滞納のない証明書 市役所納税管理課で発⾏
ただし、内部調査に同意する場合は不要

オ □
補助対象経費が160万円以上で都城市以外の入札参加
有資格者に発注する場合、該当事業者の入札参加資格に
関する情報を記載した書類

補助対象経費が160万円未満の場合
若しくは、都城市内の事業者に発注する
場合は不要

カ □ 解体及び新店舗建築に係る工事工程表（様式第11号） 工事業者が作成
記⼊例あり（⇒ 11ぺージ）

キ □ 解体工事着手前の空店舗等の現況写真（外観、内装）

ク □ 建設リサイクル法に基づく届出書類の写し 該当する場合のみ

ケ □
新店舗の事業計画書（様式第12号）。ただし、⾦融機関
に創業計画書等を提出している場合は、創業計画書等の
写し

記⼊例あり（⇒ 12,13ぺージ）

コ □ 身分証明書の写し
（法人の場合は、法人の登記事項証明書） 法人は法務局（合同庁舎）にて発⾏

サ □ 空店舗等の登記事項証明書又は固定資産税課税台帳の
写し

登記事項証明書＝法務局(合同庁舎)
固定資産税課税台帳＝資産税課

シ □ 所有者が空店舗等を解体することについて承諾したことを証
する書類の写し 所有者以外の場合

ス □ 土地の使⽤に係る賃貸借契約書の写し 所有者以外の場合

セ □ 新店舗の仕様明細を含む⾒積書（２者以上）の写し 仕様明細には使⽤する材料の品番や種
類なども記入

ソ □ 新店舗の図⾯等（平⾯図、⽴⾯図、仕様書、配置図等） 工事業者が作成

タ □ 商工団体への加入証明書又は地域活性化を図るための
活動計画書 記⼊例あり（⇒ 15,16ページ ）

大気汚染防止法に基づく石綿の事前調査及び除去工事が義務付けられている建物を改修する場合にあっては、
次の区分別に掲げる書類を提出すること。 ※チ、ツのいずれか

チ □
都城市⺠間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業費
補助⾦を活⽤した建物の改修 同補助⾦の交付決定書
の写し

ツ

同補助⾦を活⽤しない建物の改修

□ ア 分析機関が発⾏した分析調査結果報告書等 みなし判断の場合は、事前調査報告書
でも可（書⾯・現地調査は必須）

□ イ 分析調査を実施した者が建築物石綿含有建材調
査者であることを証明する書類

（３）空き店舗等解体事業

‐ 4 ‐

S
M
I
L
E

C
I
T
Y

M
I
Y
A
K
O
N
O
J
O 



■ 補助⾦交付申請書類チェックシート（以下、各事業に応じたもの）

番号 チェック 提出書類・添付書類 備 考

ア □ 補助⾦等交付申請書（様式第１号） 記⼊例あり（⇒ 7ページ）

イ □ 建築対策課及び消防局協議事項確認書（様式第９号）
各課にて相談してください
記⼊例あり（⇒ 9ページ）
連絡先帳（⇒ 26ページ ）

ウ □ 新しく建設する建物で建築確認申請又は建築工事届の提
出が必要な場合は、確認済証又は建築工事届の写し 該当する場合のみ

エ □ 収支予算書（様式第10号） 記⼊例あり（⇒ 10ページ）

オ □ 市税の滞納のない証明書 市役所納税管理課で発⾏
ただし、内部調査に同意する場合は不要

カ □ 工事工程表（様式第11号）
工事業者が作成
記⼊例あり（⇒ 11ページ）

キ □
事業計画書（様式第12号）。ただし、⾦融機関に創業
計画書等を提出しているものについては、創業計画書等の
写し

記⼊例あり（⇒ 12,13ページ）

ク □ 商工団体の事業支援表明書（様式第13号） 記⼊例あり（⇒ 14ページ ）

ケ □ 施設及び店舗の仕様明細を含む⾒積書（２者以上）
の写し

仕様明細には使⽤する材料の品番や種
類なども記入

コ □ 施設及び店舗の図⾯等（平⾯図、⽴⾯図、仕様書、配置
図等） 工事業者が作成

サ □ 整備前の現況写真

シ □
補助対象経費が160万円以上で都城市以外の入札参加
有資格者に発注する場合、該当事業者の入札参加資格に
関する情報を記載した書類

補助対象経費が160万円未満の場合
若しくは、都城市内の事業者に発注する
場合は不要

ス □ 身分証明書の写し
（法人の場合は、法人の登記事項証明書） 法人は法務局(合同庁舎)にて発⾏

セ □ 土地の登記事項証明書 又は 固定資産税課税台帳の写し 登記事項証明書＝法務局(合同庁舎)
固定資産税課税台帳＝資産税課

ソ □ 所有者が商業施設を整備することについて承諾したことを証
する書類の写し 所有者以外の場合

タ □ 土地の使⽤に係る賃貸借契約書の写し 所有者以外の場合

チ □ 商工団体への 加入証明書 又は 地域活性化を図るための
活動計画書 記⼊例あり（⇒ 15,16ページ ）

（４）商業施設等整備事業

‐ 5 ‐
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【記⼊例】 補助事業等事前着手承認申請書（様式第３号）

記⼊の際、下記のものは使用しないでください
・消せるボールペン ・シャチハタ印 ・修正液・修正テープ

‐ 6 ‐

空欄（記⼊不要）

都城市○○町△△－△
都城 太郎

〇〇〇〇〇事業（補助⾦名を記⼊︓[例]商業施設等整備事業など）
⾒積書の概算⾦額を記⼊

[例] 建築図面作成およびアスベスト調査を実施するため

申請者の自署の場合、押印不要
それ以外（本人以外の直筆等）の場合、押印要



【記⼊例】 補助⾦等交付申請書（様式第１号） 1/2

記⼊の際、下記のものは使用しないでください
・消せるボールペン ・シャチハタ印 ・修正液・修正テープ

‐ ７ ‐

空欄（記⼊不要）

都城市○○町△△－△
都城 太郎

申請者の自署の場合、押印不要
それ以外（本人以外の直筆等）の場合、押印要

〇〇〇〇〇〇事業
（申請する補助⾦の事業名を記⼊︓[例]商業施設等整備事業など）

空欄（記⼊不要）



【記⼊例】 補助⾦等交付申請書（様式第１号） 2/2

記⼊の際、下記のものは使用しないでください
・消せるボールペン ・シャチハタ印 ・修正液・修正テープ

‐ ８ ‐

空欄（記⼊不要）

申請者の自署の場合、押印不要
それ以外（本人以外の直筆等）の場合、押印要

都城市○○町△△－△
株式会社〇〇等（個人の場合は、不必要）
都城 太郎



【記⼊例】 建築対策課及び消防局協議事項確認書（様式第９号）

‐ ９ ‐

▶ 都城市役所建築対策課、消防局予防課へ事前に連絡して下さい。
⇒連絡先、住所は2６ページに記載しています

※建築対策課が⼊⼒して、出⼒します。
（図面一式と事業計画書を持参して下さい）

※消防局が⼊⼒して、出⼒します。
（図面一式を持参して下さい）

様式第９号（別表第１関係）



【記⼊例】 収支予算書（様式第10号）

‐ １０ ‐

〇,〇〇〇,〇〇〇 =（支出合計額 ー 補助対象外）× 補助率

〇〇〇,〇〇〇

〇,〇〇〇,〇〇〇

店舗改修工事費一式 〇,〇〇〇,〇〇〇

アスベスト調査費 〇〇〇,〇〇〇

〇,〇〇〇,〇〇〇 = 工事額（＋設計費＋アスベスト調査・除去費等）

【備考】 補助⾦の積算にあたって、必要があれば下記の空⽩に記⼊してください

記⼊例

（工事費） （補助対象外） （補助対象工事費）

〇,〇〇〇,〇〇〇 － 〇〇〇,〇〇〇 ＝ 〇,〇〇〇,〇〇〇

設計費 〇〇〇,〇〇〇

収入と支出
の合計は
同額になる

預 貯 ⾦

〇〇〇,〇〇〇 借 ⼊ ⾦（ 〇〇銀⾏ ）

※工事費は一式で合計⾦額を記⼊してください。（個別工事⾦額の記⼊不要）
※積算の際に、ご不明な点等ございましたら、ぜひご相談ください

様式第10号（別表第１関係）



補
助
金
申
請

補
助
金
交
付
決
定

【記⼊例】 工事工程表（様式第11号）

‐ 1１ ‐

▶ 施工する工事業者へ御相談ください。

様
式
第
11
号
（
別
表
第
１
関
係
）



【記⼊例】 事業計画書（様式第12号）１/２

‐ 1２ ‐

申請する補助⾦の事業名をチェック

都城 太郎 ○○－○○○○－○○○○

山田 花子 ○○－○○○○－○○○○

姫城 町子 ○○－○○○○－○○○○

（記⼊例） 店舗名 ／ 飲食業 小売業 等 （事業に応じて）

令和〇 〇 〇

【記⼊】 事業が実施される店舗等の住所

（記⼊例） ○○年前までは入居者がいたが、現在は空家状態となっている。

【記⼊】
新しく始める事業をやろうと思った動機について簡潔に記入

【記⼊】 本事業がどのような事業かを簡潔に記入

【記⼊】 本事業の強みを簡潔に記入

【記⼊】 本事業の想定する顧客はだれで、どうやって購入してもらうか︖

【記⼊】 本事業の競合となる企業やお店はどこで、それらはどのようなお店か︖

【記⼊】 販売・仕入れそれぞれで現⾦・クレジットなどの割合を記入する

都城 次郎 ○○－○○○○－○○○○

令和〇 〇 〇

※経営者本人は含まない



【記⼊例】 事業計画書（様式第12号）２/２

‐ 1３ ‐

【記⼊】
商店街組合等に加入し、イベント等にも積極的に参加していく意思等、
中山間地域等の活性化に向けた取り組みにも協⼒いただけることが、
わかることを簡潔に記入

【記⼊】 今回の出店以外で⾦融機関から借り入れがあれば記入

【記⼊】
今回の出店
の必要資⾦
をどのように
調達するか

【記⼊】 今回の工事の店舗改装(建設)工事費および、冷蔵庫、パソコン、
テーブル、チェア、レジ、セキュリティー機器などの設備機器にかかる費⽤を記入

【記⼊】 出店後の運転資⾦として必要な下記の費⽤を記入
商品仕入原価、 家賃、 水道光熱費、 通信費、 消耗品費、
広告費(チラシ、SNS)、 交通費、 保険料、 人件費(経営者以外)など

【記⼊】 記入欄のないものはここに合算で記入する

(オ)

(カ)

カ



【記⼊例】 事業支援表明書（様式第１１号）

‐ 1４ ‐

空欄（記⼊不要）

▶ 都城商工会議所及び各地区商工会へ御相談ください。

都城市○○町△△ー△番地
○○○商工会
会⻑ ○○ ○○

証明者の自署の場合、押印不要
それ以外（本人以外の直筆等）の場合、押印要

都城 太郎

(○○○○○○事業)
※補助メニューに応じて記⼊

記⼊例
○○年間⼊居者がいない空家を購⼊、○○○○のため、空家をリノベーション

して新店舗として出店したいのでご協⼒をお願いしたい。

【記⼊】
支援理由、支援条件を簡潔に記⼊

印

様式第13号（別表第１関係）



【記⼊例】 加⼊証明書（任意様式）

‐ 15 ‐

▶ 都城商工会議所及び各地区商工会へ御相談ください。

都城市○○町△△－△
○○○○
都城 太郎

○○○商工会
会⻑
○○ ○○

証明者の自署の場合、押印不要
それ以外（本人以外の直筆等）の場合、押印要

空欄（記⼊不要）

印



【記⼊例】 地域活性化を図るための活動計画書（任意様式）

‐ 16 ‐

空欄（記⼊不要）

都城 太郎

取り組もうと考えている地域における活動について文章で記⼊

（例） 地域⾏事への参加
地域イベントへの参加
地域の業者、農家などとの連携



【記⼊例】 中山間地域等出店支援事業に係る承諾書（任意様式）

‐ 17 ‐

証明者の自署の場合、押印不要
それ以外（本人以外の直筆等）の場合、押印要

証明者の自署の場合、押印不要
それ以外（本人以外の直筆等）の場合、押印要

印

印

都城市○○町△△－△
都城 太郎

□□市○○町△△－△
○○ ○○

空欄（記⼊不要）

都城 太郎

○○ ○○

令和〇 〇 〇

〇〇〇



2 補助⾦実績報告関連 ･･･Ｐ 18

■ 補助⾦実績報告書類チェックシート（以下、各事業に応じたもの）

番号 チェック 提出書類・添付書類 備 考

ア □ 補助⾦等実績報告書（様式第７号） 記⼊例あり（⇒ 22ページ）

イ □ 事業内容の内訳が分かる書類 申請時に提出した⾒積書で代⽤可能

ウ □ 収支決算書（様式第14号） 記⼊例あり（⇒ 23ページ）

エ □ 施工前及び施工後の写真

オ □ 領収書の写し

カ □ リノベーションに係る事業請負契約書の写し
（注文書および注文請書）

キ □ 建築基準法に規定する検査済証の写し 該当する場合のみ

ク □ 営業許可書等の写し 許認可を必要とする業種のみ

ケ □ 防火対象物使⽤開始届の写し 消防法施⾏令（昭和36年政令第37
号）別表第１に掲げる防火対象物のみ

大気汚染防止法に基づく石綿の事前調査及び除去工事が義務付けられている建物を改修する場合にあっては、
次の書類を提出すること

コ □ 石綿分析機関に費⽤を支払ったことを証する領収書の写し

サ □ 除去等事業に関する関係法令の届出等の写し 該当する場合のみ

補助⾦請求について

シ □ 請求書 記⼊例あり（⇒ 24ページ）

（１）空き店舗等リノベーション事業

‐ 18 ‐
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■ 補助⾦実績報告書類チェックシート（以下、各事業に応じたもの）

（２）テナントリノベーション事業

番号 チェック 提出書類・添付書類 備 考

ア □ 補助⾦等実績報告書（様式第７号） 記⼊例あり（⇒ 22ページ）

イ □ 事業内容の内訳が分かる書類 申請時に提出した⾒積書で代⽤可能

ウ □ 収支決算書（様式第14号） 記⼊例あり（⇒ 23ページ）

エ □ 施工前及び施工後の写真

オ □ 領収書の写し

カ □ リノベーションに係る事業請負契約書の写し
（注文書および注文請書）

キ □ 建築基準法に規定する検査済証の写し 該当する場合のみ

ク □ 営業許可書等の写し 許認可を必要とする業種のみ

ケ 防火対象物使⽤開始届の写し 消防法施⾏令別表第１に掲げる防火
対象物のみ

大気汚染防止法に基づく石綿の事前調査及び除去工事が義務付けられている建物を改修する場合にあっては、
次の書類を提出すること

コ □ 石綿分析機関に費⽤を支払ったことを証する領収書の写し

サ □ 除去等事業に関する関係法令の届出等の写し 該当する場合のみ

補助⾦請求について

シ □ 請求書 記⼊例あり（⇒ 24ページ）

‐ 19 ‐
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■ 補助⾦実績報告書類チェックシート（以下、各事業に応じたもの）

（３）空き店舗等解体事業

番号 チェック 提出書類・添付書類 備 考

ア □ 補助⾦等実績報告書（様式第７号） 記⼊例あり（⇒ 22ページ）

イ □ 解体に係る事業内容の内訳が分かる書類 申請時に提出した⾒積書で代⽤可能

ウ □ 収支決算書（様式第14号） 記⼊例あり（⇒ 23ページ）

エ □ 施工前及び施工後の写真

オ □ 領収書の写し

カ □ 解体に係る事業請負契約書の写し
（注文書および注文請書）

キ □ 建設リサイクル法に基づくリサイクル処理完了報告書類の写し 同法に基づく届出を⾏った場合のみ

ク □ 廃棄物を適正に処理したことが分かる書類

大気汚染防止法に基づく石綿の事前調査及び除去工事が義務付けられている建物を改修する場合にあっては、
次の書類を提出すること

ケ □ 石綿分析機関に費⽤を支払ったことを証する領収書の写し

コ □ 除去等事業に関する関係法令の届出等の写し 該当する場合のみ

補助⾦請求について

サ □ 請求書 記⼊例あり（⇒ 24ページ）

‐ 20‐
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■ 補助⾦実績報告書類チェックシート（以下、各事業に応じたもの）

（４）商業施設等整備事業

番号 チェック 提出書類・添付書類 備 考

ア □ 補助⾦等実績報告書（様式第７号） 記⼊例あり（⇒ 22ページ）

イ □ 新たに整備した施設及び店舗に係る事業内容が分かる書類
（賃借人が整備した分を含む。） 申請時に提出した⾒積書で代⽤可能

ウ □ 新たに整備した施設及び店舗に係る
収支決算書（様式第14号）

エ □ 施工前及び施工後の写真（賃借人が整備した分を含
む。）

オ □ 新たに整備した施設及び店舗に係る領収書の写し

カ □ 新たに整備した施設及び店舗に係る事業請負契約書の写し
（注文書および注文請書）

キ □ 建築基準法に規定する検査済証の写し 該当する場合のみ

ク □ 新店舗の営業許可書等の写し
（賃借人が整備した分を含む。） 許認可を必要とする業種のみ

ケ □ 新店舗の防火対象物使⽤開始届の写し
（賃借人が整備した分を含む。）

消防法施工令別表第１に掲げる防火
対象物のみ

補助⾦請求について

コ □ 請求書 記⼊例あり（⇒ 24ページ）

‐ 21 ‐
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【記⼊例】 補助⾦等実績報告書（様式第5号）

記⼊の際、下記のものは使用しないでください
・消せるボールペン ・シャチハタ印 ・修正液・修正テープ

‐ 22‐

空欄（記⼊不要）

都城市○○町△△－△
都城 太郎

申請者の自署の場合、押印不要
それ以外（本人以外の直筆等）の場合、押印要

交付決定書に記載されている
交付決定日と番号（都地第〇〇〇号）を記⼊

〇〇〇〇〇〇事業（補助メニューに応じて記⼊）

〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇等

工事請負契約書の日付を基に記⼊

様式第７号（別表第１関係）



【記⼊例】 収支決算書（様式第13号）

‐ 23 ‐

▶ 収支予算書を参照し作成してください

〇,〇〇〇,〇〇〇

〇〇〇,〇〇〇

〇,〇〇〇,〇〇〇

店舗改修工事費一式

アスベスト調査費

〇,〇〇〇,〇〇〇

〇〇〇,〇〇〇

〇,〇〇〇,〇〇〇

【備考】 補助⾦の積算にあたって、必要があれば下記の空⽩に記⼊してください

記⼊例

（工事費） （補助対象外） （補助対象工事費）

〇,〇〇〇,〇〇〇 － 〇〇〇,〇〇〇 ＝ 〇,〇〇〇,〇〇〇

※工事費は一式で合計⾦額を記⼊してください。（個別工事⾦額の記⼊不要）
※積算の際に、ご不明な点等ございましたら、ぜひご相談ください

設計費 〇〇〇,〇〇〇

収入と支出
の合計は
同額になる

預 貯 ⾦

借 ⼊ ⾦ ( 〇〇銀⾏ )〇〇〇,〇〇〇そ の 他

様式第14号（別表第１関係）



【記⼊例】 請求書

都城市○○町△△－△
株式会社〇〇等（個人の場合は、不要）
〇〇 〇〇

空欄（記⼊不要）

￥ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇〇 〇〇
〇〇〇〇〇〇〇

〇〇 〇〇

〇〇〇〇 〇〇〇〇

‐ 24 ‐

都城市中山間地域等出店支援事業費補助⾦
（〇〇〇〇〇〇〇事業）



▶ 事業計画等の相談
都城商工会議所及び各地区商工会へご相談ください。

■ 関係者 連絡先 1/2

団体名 住所 電話番号

都城商工会議所
都城市中町１７街区２号
ＴＥＲＲＡＳＴＡ２階

0986-23-0001

中郷商工会 都城市安久町６８６７ 0986-39-0334

山之口町商工会 都城市山之口町花木２０３９－６ 0986-57-2016

高城町商工会
都城市高城町穂満坊３０６番地
都城市高城総合支所内

0986-58-2020

荘内商工会 都城市庄内町８６０８－２ 0986-37-0024

山田町商工会 都城市山田町中霧島２９３９－２ 0986-64-2057

高崎町商工会 都城市高崎町大牟田１２４７－９６ 0986-62-3131

‐ 25 ‐



▶ 補助金全般の相談

宮崎県 都城市役所 地域振興課 地域振興担当

〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号

TEL ：（0986）23-7146

FAX：（0986）21-3034

▶ 事業・工事内容全般の相談

都城市地域おこし協⼒隊（谷上）

住所 ︓ 都城市姫城町6街区21号 市役所2階 地域振興課
TEL ︓ （0986）23-7146

■ 関係者 連絡先 2/2

▶ 建築対策課及び消防局協議事項確認書の協議

・建築対策課

住所 ︓都城市姫城町6街区21号 市役所3階
TEL ︓（0986）23-2584

・消防局予防課

住所 ︓都城市菖蒲原町19号7番地
TEL ︓（0986）22-8884

‐ 26 ‐


